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平成２７年度（2015年度）就学援助の申請受付について 

 大阪市では、子どもたちの学習が経済的な理由で妨げられることのないよう、就学援助制度を設けてい

ます。お配りした「平成２７年度（2015年度）就学援助のお知らせ」をお読みいただき、就学援助の継続、

新たに援助を希望されるご家庭、生活保護を受けているご家庭は、下記のとおり手続きをしてください。提

出は、港中学校事務室まで持参もしくは郵送でお願いします。 

 

記 

１ 受付期限（３月１日（日）より受付開始） 

   早期申請  ３月１６日（月）まで（申請理由⑫は対象外です。証明書類が必要です） 

   一般１申請 ５月１５日（金）まで（申請理由①か⑫で税情報利用希望。証明書類は不要です）     

   一般２申請 ６月３０日（火）まで（全ての申請理由が対象です。証明書類が必要です）                

  

２ 提出書類  

【平成２７年度（2015年度）就学援助費申請書兼世帯状況票】（世帯１枚） 

    （小学校と中学校の両方にお子さんがおられるご家庭は、それぞれに提出してください。） 

 

【申請理由を証明する書類】 

 

 【就学援助費口座振替申出書】 

徴収金届出口座利用の方は不要ですが、保護者名義の口座しか利用できませんのでご注意ください。継続

申請で届出口座に変更がない方も不要です。 

徴収金届出口座以外を登録される場合は、申請書を持参される際にお申し出ください。その場合は、申請

書に押した印鑑と登録したい通帳をお持ちくださればその場で手続きできます。 

 

  【平成２７年度（2015年度）入学準備学用品等購入申出書】（新１年生のみ） 

 

※申請にあたって必要となる書類については、申請書裏面やお知らせの内容をよくご確認くだ

さい。 

 

※審査基準や必要書類について、主な変更点とご注意いただく点は次のとおりです。 

 

<主な変更点> 

 ・申請書の用紙が変更になっています。一番上の申請区分欄の記入を忘れずにおこなってください。 

  また、税情報利用を希望される場合の同意印については、《市民税額・所得金額等の確認方法》欄への 

  記名・押印のみとなりました。 

 ・申請理由⑫の所得審査基準額が、昨年度より引き下げになっています。くわしくはお知らせの申請理由⑫

で申請される方へ、をご覧ください。 



 

<ご注意いただく点> 

 ・非課税や無収入の方で確定申告などをしていない方は、市税事務所で税の申告を済ませた後の証明書 

を提出してください。 

・所得審査の対象となる方が控除対象配偶者や扶養親族に含まれていても、その方の市民税・府民税申告 

書の提出がない場合、実際は無収入でも３８万円の所得ありとして審査されますので、基準額を超えそ 

うな場合はご注意ください。 

 ・税情報利用を希望される方も、所得審査の対象となるご家族の申告を済ませておいてください。 

 ・区役所等で証明書類の発行を受ける際は、窓口へ行かれる方の本人確認が必要な場合がありますので、健

康保険証やパスポートなどを持参するようにしてください。 

  ・申請理由⑫「借家」で申請のご家庭は、契約者・契約期間・住所が確認できる、賃貸契約書または家

賃決定通知書等が必要です。提出がない場合は「持家」の所得基準額になります。 

  ・申請理由①④⑤⑫のひとり親家庭で、寡婦（寡夫）控除を受けておられない場合は、別途必要な書類

があります。お知らせの内ページをご覧ください。 

  ・新 1年生のきょうだいがおられるご家庭は、【平成２７年度（2015年度）入学準備学用品等購入申出書】

及び「入学のしおり（就学援助費について）」をご覧ください。 

 

３ 提出先・問合せ先 

 

   提出は、港中学校事務室に持参または郵送でお願いします。 

         郵送の場合：〒552-0015 大阪市港区池島 1-5-35 

   お問合せ先 

教育委員会 学校経営管理センター 就学援助グループ  ℡ 06－6575－5654 

または、港中学校事務室  ℡ 06－6572－4461 

 

４ 認否結果について 

 

   早期申請の結果は５月頃、一般申請の結果は８月頃の予定です。いずれも大阪市教育委員会より結果

通知が申請書記載の住所へ申請者あてに郵送されます。なお、援助の金額や内容はどちらも同じです。 

 

５ 学校徴収金等について 

 

継続申請、新規申請共に４月から認定までの生徒費はご家庭からの徴収となります。給食費は 1/2の

金額が就学援助から支給（充当）されますので、1/2はご家庭からの徴収です。 

生徒費は認定された後は、原則、就学援助支給額からの充当となります。充当開始は早期認定者は６

月分から、一般認定者は９月分からの予定です。 

なお、積立金とＰＴＡ会費は通常通り徴収します。1 年生一泊移住・3 年生修学旅行の費用は、実施

後その実費が支給対象となります。 

 

 

 

 

 


